
 
   
   
 
 
 
 
 
 
  10月の勉強会は，司法書士の迎知子先生をお迎えして，成年後見制度のことでした。 
 成年後見制度とは，“認知症，知的障がい，精神障がいなどの理由で判断能力が不足し 
た人たちの生活・療養看護及び財産管理に関する事務を保護・支援する制度”です。 
 施行されて，10 年ほどですが，制度がよく解からなかったり，事例なども知らなかっ  
たり，どうすればよいのかも解からない現状です。 
  今回の勉強会で，詳しくお話していただきました。が，何せ法的なこと、難しいです。 
 しかし，いずれは直面することであり，避けては通れないことだと思います。このよ 
うな制度があるということを知っておくだけでも，今後に役に立つと思います。 
 『何かあれば，とりあえず相談を！！』という心強い言葉をいただき，一安心した 
勉強会でした。 

 
   
 
 
 
 
 
 
    勉強会の様子です。 
    みなさん，明日はわが身と，真剣に勉強されています。 
    たくさん質問も出ました。まだまだ聞き足りないくらいでした。 
     
 
    困った時は，すぐ相談に行きましょう！！ 
 
 
 

成年後見制度勉強会 

本部福祉委員会№002 
2010年 12月 7日発行 

 


